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２－１－① 

教育研究上の目的を達成するために必要な学部、学科、研究科、附属機関等の教育研究 

組織が、適切な規模、構成を有しているかの点については以下のように考える。 

本学は、平成２０年度に大幅な組織の変更を行った。人文社会学部教育学科を併設短期 

大学の保健科（入学定員１００名）および英語科（入学定員１００名）の一部と併せて教 

育学部とし、人文社会学部言語文化学科英語英米文化専攻を併設短期大学の英語科（入学 

定員１００名）の一部と併せて同学部英語文化学科とした。そして経営学部を新設した。 

教育学部の拡充は、教育福祉方面の専門的職能者養成を重視する本学の方針に沿い、か 

つ志願者の増大に応えるものである。経営学部と中国語アジア文化専攻の新設、および英 

語文化学科の拡充は、実社会で活用できる能力を重視するという近時の社会的要請に基づ 

くものである。仏教学科は、地域に応じて言語文化学科日本語日本文化専攻と中国語アジ 

ア文化専攻に統合し、アラビア語アラビア文化専攻は、広くアジア文化を学ぶという観点 

から中国語アジア文化専攻に融合することとなる。なお仏教系大学として、仏教教育は、 

実践を重視する全学的な基礎教育として今後も維持、発展させる方針にある。 

このように平成２０年度より本学が有する教育研究上の組織は、文学、教育学、社会学、 

社会福祉学の領域に新たに経営学が加わり、人文社会学系の大学としては、バランスよく 

統合され、適切な構成を有している。全体の入学定員についても、併設短期大学と併せる 

とあまり変化はない。専任教育職員数も設置基準上の教育職員数を大幅に上回る充実した 

組織であり、適切な規模を有しているといえる。 

大学院は、現実的・具体的なきめ細かい指導と実践的・経験的な実務指導を取り入れる 

という方針のもとに、大学の人間福祉学科を承ける教育研究組織として、適切な規模と定 

員数等を備えている。 

附属機関等：図書館、エクステンションセンター、国際仏教文化研究所 

 

２－１－② 

教育研究の基本的な組織（学部、学科、研究科、附属機関等）が教育研究上の目的に照 

らして、それぞれ相互に適切な関連性を保っているかについては、大学全体の教育・研究 

に関して、学長が主宰する学部長学科長会において決定された基本方針が大学院研究科委 
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員会・大学教授会等で説明および審議され、全専任教育職員に連絡、周知され、それぞれ 

相互に適切な関連性を保っている。 

（１）学部長学科長会 

大学の学部長、学科長および併設短期大学の学科長をもって組織され、理事、事務局 

長は必要に応じて出席する。学部長学科長会は学長が主宰する。これを基に学部間、学 

科間で連携を保っている。 

（２）大学教授会 

大学の専任の教授、准教授、講師をもって組織され、理事、事務局長および学長の指 

名する者は必要に応じ教授会に出席する。教授会は学長が招集し議長となる。 

（３）大学院研究科委員会 

研究科委員会は学長、研究科長、大学院研究科の授業科目を担当する教育職員および 

学長の指名する若干名の本学の教育職員をもって組織され、理事、事務局長および学長 

の指名する者は必要に応じ研究科委員会に出席する。委員会は学長が招集し、議長とな 

る。 

（４）各種委員会 

全学的な個々の問題に関しては各種委員会が設置されている。また、新たな問題が生 

じた場合には必要に応じて委員会が設置される。各学部各学科から専任教育職員が選出 

される委員会は次の表のとおりである。 
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平成 22 年度 各種委員会委員一覧 

※平成 22 年 5 月 1 日現在 ※［］は兼任               

※併設短期大学の専任教育職員も各科原則 1 名ずつ委員となっている。 
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῏ ῐ

長年、単科大学として運営されてきたために、学科単位での組織運営が重視されてきた 

経緯から、３学部体制になった現在でも、それぞれの学科・専攻ごとに、必要に応じて速 

やかに教員会議を開催し、それぞれの学科・専攻所属教育職員の間で緊密な情報交換と情 

報の共有がなされ、その結果として共通の目的意識を持った学科・専攻の運営を行ってい 

ることが評価できよう。大学全体としてはもとより、各学科・専攻の教育職員単位で、学 

生指導を行うことが可能であるなどの利点もあるが、反面、学部組織としてまとまりに欠 

けているという問題もある。各種委員会は学部単位ではなく、全学的組織として構成され、 

各学科・専攻から委員を選出するために、それぞれの委員会での審議事項などを速やかに 

学科・専攻レベルへフィードバックした上で、教授会での審議ができることも大きな利点 

である。このように、学部の枠を超えた委員会組織の存在により、速やかに全学的な取組 

みを行うことが可能であり、時代の要請に対応して平成２０年４月より「教員養成カリキ 

ュラム委員会」「教員免許更新講習会実施委員会」を設置するなど、教育全般にわたる問題 

に対して積極的に対処している。 

 

῏ ║ ῐ

本学は長年、単科大学として運営され、今まではすべてのシステム・制度等が「大学＝ 

１学部」ということで成り立っていたが、平成２０年度より３学部制としたため、現在、 

様々な制度等に変更を加えている途上であり、今後なお改善の余地がある。既設学部・学 

科と新設学部・学科については、相互の連携をより一層強化し、在学生に充分な対応がで 

きるように配慮していかなければならない。また、募集停止を行った学科・専攻等につい 

ても、在学生が卒業するまでの期間において、学生生活全般、教育活動、就職指導等にも 

充分配慮しなければならない。 
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教養教育課程組織図（資料編【資料 2-4】参照） 

 

 

２－２－① 

本学のカリキュラムは、「基礎教育科目」「共通教育科目」「専門教育科目」の３つの柱か 

らなる。「基礎教育科目」「共通教育科目」が教養教育にあたり、全学生が必修の「基礎教 

育科目」は、実践行である「仏教Ⅰ～Ⅳ」と「聖徳太子概説」および「人権・同和問題論」 

からなる。選択科目群を配した「共通教育科目」は、情報処理を含む自然科学分野のⅠ類、 

外国語のⅡ類、法学やスポーツ、キャリアデザイニングなど多様な科目を含むⅢ類から構 
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成されている。 

教養教育の専任教育職員は、学科と同格の「基礎・共通」に所属しており、学科長が任 

命されていたがこれを廃し、新たに平成２１年度より共通教育科目群の中でⅠ類、Ⅱ類Ａ 

群・Ｂ群に主任を配置し、平成２２年度も継続している。体育、音楽、情報、英語、ドイ 

ツ語、フランス語、中国語の各主任は担当教育職員および非常勤講師との連絡、調整、テ 

キスト等の検討を通して適切に運用されるべく教務部と連携をとりつつ、教養教育の運営 

に取組むこととした。 

また「仏教Ⅰ～Ⅳ」については宗教委員会が運営について協議している。海外語学研修 

の運営は、学生支援センターが担当している。 

 

２－２－② 

教養教育の多くの科目は、基礎・共通の各主任が科目担当者と定期的に会議を開いて、 

連携をとり、教務委員会の審議も踏まえつつ運営を行っている。ただし、いくつかの科目 

で異なる運営法がとられている。 

「基礎教育科目」の中心となるのが、建学の精神を学ぶ「仏教Ⅰ～Ⅳ」（通称：礼拝）で 

ある。すべての教職員が参加する全学的な授業科目で１,０００人以上の学生が一堂に会す 

るという特殊性から、教務部が、音楽担当の教育職員および各学科の教育職員から選ばれ 

た宗教委員とともに、各部署の事務職員の応援を得ながら毎時間運営している。運営のあ 

り方については、教務部担当者と宗教委員からなる宗教委員会で審議される。 

「共通教育科目」Ⅰ類にある情報教育の科目については、担当教育職員と教務課情報メ 

ディア係が、情報処理担当者会議において運用等を検討している。関連授業の授業計画か 

ら成績評価までの一連の流れ、コンピュータ教室運用等の全般については、教務課情報メ 

ディア係が一元的に管理している。「共通教育科目」Ⅲ類にある「大学基礎演習」は本学共 

通の初年次教育のために設定したものであり、初歩的な自己課題の自覚、基礎的知識・技 

能等を修得することで以後の学生生活への見通しと自信を持たせる措置を採った。 

「共通教育科目」Ⅲ類の海外語学研修は学生支援センターが運営し、成績処理は教務課 

で行われている。 

 

῏ ῐ

「仏教Ⅰ～Ⅳ」としての実践行や多様な教養科目、充実した語学教育や情報教育、キャ 

リア関係科目を揃えており、人材養成の目標として掲げる「智慧の完成」「国際感覚・進取 

の気風」「社会的実践」を下支えするという点で、本学の教養教育は充実したラインナップ 

を有している。また組織相互の意思疎通は緊密に行われており、全体として、本学の教養 

教育は円滑に運営されているものと考える。 

ただ今日、新卒者の教養不足、大学生の学力低下等が社会的な問題となっている。各々 

の学部学科で専門教育を行う前提として、あるいは学生を社会に送り出す主体として、本 

学がどのような教養教育を提供すべきなのかを、包括的に構想し運営する組織の必要性を 

認識しており、入学前教育の充実ならびに、共通教育科目の領域に「実践文書作成」を開 

講するなど徐々にではあるが、社会人教養が身に備わるよう努力をしている。 
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῏ ║ ῐ

各分野の科目の充実に向けて、このまま継続して努力していきたい。一方、各々の専門 

教育への導入教育や社会人としての基礎的教育として、改めて教養教育が問い直されてい 

る中で、組織の向上方策としては、平成２１年度から開講した初年次教育「大学基礎演習」 

に留まらず、さらに広い視野に立った教育改革の策定を目指す目的で、平成２１年４月よ 

り「初年次教育推進部会」を改め「教育改革本部」を設置した。 

 同年９月には学長より本学改革計画の策定についての諮問があり、それを受けて教育改 

革本部は直ちに答申内容の検討に入り、平成２１年１０月計画（答申案）の骨子につき、 

中間報告を行った。次いで関連部局による任意の課題検証作業を経て平成２１年１１月理 

事長および学長に対し、大学改革計画（答申）が提出された。主な内容としては、ＦＤ活 

動、入学前教育、高大連携、基礎学力の充実、大学と保護者間の連携などが挙げられ、こ 

れらは教授会でも発表され全学的な意識のもと、平成２２年度から順次実施していくこと 

になる。 

 なお、「教育改革本部」は平成２２年４月より「教育開発推進本部」へ改組された。 

 

 

₀  ⁴ ‗ Ό᾿ ” ║ • ”

‚ ‖Ὼ⁴⁭ῲ  ⁵᾿ ‚  ―΅⁴ ‗῀

Ӛ ” ӛ

ר ‚ ⁸⁴ ” Ό ‚  ⁵―΅⁴Ὸ῀

ש ‚ ⁸⁴ ” Ό ” ║ • ”

‚ ‖Ὼ⁴⁭ῲ ‚  ―΅⁴Ὸ῀

 

῏ ” ῐ

２－３－① 

本学の教育方針等を形成する組織としては、教学会、教務委員会、学部長学科長会、教 

授会、研究科委員会、各種委員会が設置されている。（なお、学部長学科長会の規程は整備 

されていない。）教学会は毎週、学部長学科長会、教授会は原則として最低月１回開催され、 

全学的問題の審議と意思決定を行っている。卒業判定をはじめとする学生に関する審議事 

項は、必ず教学会、教授会の審議にかけられる。 

従来から全学的な組織として、教務委員会が教育研究に関する事項の運営および調整を 

適正に行うために置かれている。 

教務委員会は次に掲げる事項について審議する。 

（１）教育方法および教育内容に関する事項 

（２）教育課程に関する事項 

（３）授業担当および時間割に関する事項 

（４）教職課程に関する事項 

（５）教育実習に関する事項 

（６）教務に係る学則および諸規程に関する事項 

（７）その他教務に関する事項 
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委員会は教務部長を委員長とし、教務副部長、大学院研究科長、学部長、大学および短 

期大学部の各学科長で構成されている。また、教務委員会の下部組織として「教員養成カ 

リキュラム委員会」も設置している。 

 

２－３－② 

学生の授業関係の要求については、ファカルティ・ディベロップメント委員会（以下、 

ＦＤ委員会）が年１回企画・実施する授業評価アンケートで表明された意見を参考にする。 

アンケートの結果は授業担当者へも報告される。ＦＤ委員会は委員会規程によって教務部 

長を委員長とし、その委員は専任教育職員より指名される。平成２１年冬学期より「学生 

支援システム」を公開し、授業支援メニューにおいて教育職員が個々に担当科目のアンケ 

ート作成を試みることが可能となった。 

この他に、学位授与式当日には入試・広報部が学生生活全般の広範囲な卒業生アンケー 

ト調査を実施している。これは学位授与式当日のため、学生の本音が反映されていると考 

えられる。さらに、学生支援センター、教務部、キャリアセンターなど日頃から学生に対 

応をする部署に対する意見も反映されている。学生および保護者から直接大学に寄せられ 

る問い合わせ、クレーム、要望は担当部署が取りまとめ、内容や重要度に応じて、随時、 

学長、各部長に伝えられ対応している。学期末における成績評価の内容については、学生 

の保護者宛てに送付され、随時、学生・保護者からの疑問や問い合わせに対応している。 

成績表は、担任教育職員にも配付され、学生指導に役立っている。学生からのクレーム等 

も、担当者がしかるべき部署と連携して対応できるようになっている。 

῏ ῐ

大学の教育研究に関わる意思決定機関の組織と連携および機能については、責任体制が 

明確であり、設置されている組織の構成・規模は、目的に照らして適切で、相互に連携し 

て運営されていると評価する。教学会、教授会、学部長学科長会、各委員会が定期的に開 

催されており、大学の方針は各部署、各教職員に周知徹底されている。 

建学の精神である仏教教育については、各学科・専攻のカリキュラムの基本部分として 

位置付けられ、教育研究に関わる意思決定機関の組織は、その使命・目的に対応できるよ 

う十分に機能している。これらは、本学の教育方針、目的が教育現場に浸透し、学生のニ 

ーズに対応できるよう大学全体として取り組んでいることの表れであると評価できる。 

学生指導のために、担任制を設け、成績表を配付し、履修上の問題点など大学側が把握 

した問題点は、担任に告知し、その解決に向けて共に努力することによって学生指導体制 

を万全のものとしている。そのほか、学部あるいは、各学科・専攻の会議においても、学 

生情報を共有し合うことによって、問題のある学生を各学科・専攻の関係教育職員が見守 

り、しかるべく指導できるようにしている。 

 

῏ ║ ῐ

現状の水準に満足せず、現在の取り組みを常に改革発展させていこうとする姿勢を持つ 

ことが重要であり、教育研究の諸問題に対する改革には、より迅速な対応が必要である。 

各学科、各専攻それぞれの教育職員はそのことを自覚し、教育研究の充実や学生満足度 
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の向上を目指す最前線にいるものとして担当部署との連携を心がけるべきであり、その面 

での意識改善が望まれる。教育職員は教授会や各委員会等を通じて得られる学内からの意 

見、専任教育職員を通じて得られる学外からの要望、学生アンケートを通じて得られる学 

生からの評価・要望を分析し、本学の教育研究活動全般を、より一層改善・向上させる方 

策を検討実施していく必要がある。また、卒業時の学生の満足度調査も継続して実施し、 

その結果を教育職員に公開し、授業改善に役立てなければならない。さらに、大学全体の 

意思決定や意見調整をより迅速に進めるよう徹底していく。 

 

 

῏ ῐ

本学は聖徳太子の「仏教の精神」を建学の精神とし、この精神に基づいた教育を実践し 

ている。本学が有する教育研究組織は大学院、大学、併設短期大学および附属機関から成 

り、それぞれが適切な環境、規模、構成を成し、相互に連携して建学の精神の実現に向け 

た教育と研究に取り組んでいる。 

建学の精神の実践活動としては、授戒、礼拝、授業時の瞑想などを行い、仏教精神の体 

得に努めている。カリキュラムの編成では、教授会、大学院研究科委員会、教務委員会、 

ＦＤ委員会、教員養成カリキュラム委員会、初年次教育推進部会を改めて設置した教育改 

革本部および各学科・専攻での会議を経て、教養科目と専門教育科目の充実を図りながら、 

同時に学生の要望を尊重して、多彩な授業科目を配している。また、学生への配慮という 

点では、授業科目以外でも、各自の興味や関心に応じて将来に役立つ資格取得を目指した 

各種対策講座などもエクステンションセンターを中心に開講している。 

学生生活に関しては、授業内容を含めて生活面でもきめ細かな指導を徹底すべく、担任 

制を敷き、全学生に担任教育職員を配備している。学生には担任であるなしに関わらず、 

教育職員に気軽に相談できる場として、全教育職員が毎週１回９０分のオフィス・アワー 

を設けている。さらに学生相談室を設置して、そこに交代で臨床心理士資格を持つ専任教 

育職員およびカウンセラーが在室し、学生の悩み事などの相談に応じている。このように、 

学生の多様化に対応できる「面倒見のよい大学」として評価を得ることを目標に、教職員 

が十分な自覚のもとに努力を重ねている。 

 

῏ ║ ῐ

現時点での今後の課題は、以下のとおりである。 

（１）大学院における教育・研究内容の充実を図り、より高度な専門性を備えた人物の育 

成を通じて、人間福祉領域における本学の建学の精神の実践をより拡大する。 

（２）教養教育と専門教育との連動性を高め、多様な学生の学修水準に適応できるように 

配慮する。 

（３）多様な学生のニーズに応えることが可能となるように、常にカリキュラムを見直し、 

必要な検討が迅速に行われ、実行可能となるような各種委員会の活動の活性化を図る。 

（４）学科・専攻の枠にとらわれることなく、より学際的で統合的な学修が可能となるよ 

うにカリキュラムを見直す。 

 

 


